
「売れる！」写真撮影実践セミナー

セミナー参加申込書 令和元年　　　月　　　日（希望日に○をつけてください）

（切り取らずにこのまま送信してください）

事業所名 希望日 12月11日 ・ 12日
(〒　　　　　　　)

TEL/FAX住　　 所

業　　種 受講者名

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

FAX.0263-32-1482松本商工会議所
（中小企業振興部　経営情報グループ）行

※本申込書にご記入頂いた個人情報につきましては、講演会に開催に係る受講者名簿の作成、
　出欠確認、講演会運営等に関する目的のみ使用します。

消費税率引き上げ後も、利益を確保するための集客力UP術を学びましょう！

受講料
無料

【講師プロフィール】「カメラを通じて人間力を磨く」という協会
の理念に共感し、同協会にて写真技術とコミュニケーション力を高
め、インストラクターの道へ。IT企業でのマネージャを経て、心理
カウンセラーとして独立。持ち前のコミュニケーション力と心理カ
ウンセリングスキルを活かして、写真を撮ることを一緒に楽しむ指
導が人気を集める。現在では協会主催のセミナー等で講師を務める
ほか、商工会議所や教育機関、企業での写真指導、公民館での市民
講座など、活躍の場を広げている。

一般社団法人
フォトコミュニケ―ション®協会
マスターインストラクター／
フォトグラファー

や ま さ き   あ き こ

山﨑 明子 氏

　消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費
の低迷やキャッシュレス決済対応等により企業における経理事
務作業が増加しています。そのような環境変化に対応できる経
営力をつける販売促進の手段として…商品写真の見せ方があり
ます。撮った商品が、美味しく見え、カッコ良く見え、結果として
お問い合わせが増え、売上向上につながっている会社・お店が
多くあります。本セミナーでは、消費税価格転嫁対策及び軽減
税率の制度概要を説明するとともに、販売促進としてお客さま
の購入意欲を高める写真の「撮り方」と「基本」のテク
ニックをお伝え致します。皆様のご参加をお待ちしております！

日　　時

令和元年

12月11日（水）・12日（木）14:00 ～16:00

会　　場 松本商工会館 6階601（松本市中央1-23-1）
定　　員 両日ともに30名（定員になり次第締め切りさせて頂きます）
申込方法 下記参加申込書にご記入の上、FAX・電話またはメールにて下記までお申し込みください。

主　　催 松本商工会議所 中小企業振興部 経営情報グループ
TEL.0263-32-5350　FAX.0263-32-1482　MAIL.soudan@mcci.or.jp

写真を活かして業績アップ！

講座
内容

◆消費税価格転嫁対策・軽減税率制度の概要説明
◆伝わる写真とは
◆見せたいものを目立たせるコツ
◆欲しいと思わせる写真
◆暗くなりがちな写真を明るくする 他 実践ワーク

当日は、スマホまたは、デジカメをご持参ください。

チラシ・ブログ・SNSで役立つ！
緊急対策
消費税率

引き上げ
に伴う

プ ロ

直 伝 ！

※両日とも同じ内容になりますので、ご都合の良い日程でお申込みください。


